
 岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成24年12月４日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第64号 

   岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則  

 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長

及び土木部長等専決事項（第５条、第30条、第38条関係） 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長

及び土木部長等専決事項（第５条、第30条、第38条関係） 

専決権者 専決権者 

事 務 条 項 内 容 
副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長

備 考 事 務 条 項 内 容 
副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長

セ

ン

タ

ー

所

長

備 考

 ［略］   ［略］ 

 65 ［略］  ［略］ 

 第53条第

１項 

申請の受

理 

 ○  ○

 第54条第

１項（第

55条第２

項におい

て準用す

る場合を

含む。）

認定  ○  ○

 第54条第

２項（第

55条第２

項におい

て準用す

る場合を

含む。）

申出の受

理 

 ○  ○

65 ［略］  ［略］ 

 

65の２ 都

市の低炭

素化の促

進に関す

る法律（

平成 24年

法律第 84

号）の施

行に関す

る事務 

第54条第

３項（第

55条第２

項におい

て準用す

る場合を

建築主事

への通知 

 ○  ○

 セン

ター所

長にあ

っては

、岩手

土木セ

ンター

所長及

び千厩

土木セ

ンター

所長を

除く。



 含む。）     

 第56条 報告の徴

収 

 ○  ○

 第57条 改善命令  ○  ○

 第58条 認定の取

消し 

 ○  ○

  

 

 

第59条 助言及び

指導 

 ○  ○

 

   65の３ 都

市の低炭

素化の促

進に関す

る法律施

行規則（

平成 24年

国土交通

省令第 86

号）の施

行に関す

る事務 

第43条第

１項（第

46条にお

いて準用

する場合

を含む。

） 

認定の通

知 

 ○  ○  セン

ター所

長にあ

っては

、岩手

土木セ

ンター

所長及

び千厩

土木セ

ンター

所長を

除く。

第３条 不認定の

通知 

 ○  ○   65の４ 都

市の低炭

素化の促

進に関す

る法律施

行細則（

平成 24年

岩手県規

則第 65号

）の施行

に関する

事務 

第７条 認定の取

消しの通

知 

 ○  ○

 セン

ター所

長にあ

っては

、岩手

土木セ

ンター

所長及

び千厩

土木セ

ンター

所長を

除く。

66 ［略］  ［略］  66 ［略］  ［略］       

 ［略］   ［略］ 

 ［略］  ［略］  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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